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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
東
京
電
力
改
革
・
�
Ｆ
問
題
委
員
会
な
ど
複
数
の
有
識
者
会
議
の
連
関
性
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

東
京
電
力
改
革
・
一
Ｆ
問
題
委
員
会
は
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
及
び
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
が
事
務
局
で

あ
り
、
平
成
二
十
八
年
十
月
五
日
に
第
一
回
目
の
会
合
を
開
催
し
て
い
る
。
法
律
上
の
位
置
付
け
は
な
い
が
、
経
済
産
業
省

設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
五
十
二
号
及
び
第
五
十
四
号
の
規
定
を
踏
ま
え
、
経
済
産
業

大
臣
が
、
東
京
電
力
改
革
の
具
体
化
に
つ
い
て
の
意
見
を
聴
取
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
同
委
員
会
で
聴
取
し
た
意
見
は
、

原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
認

定
さ
れ
て
い
る
東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
の
「
新
・
総
合
特
別
事
業
計
画
」
が
変
更
さ
れ
る
中
で
反
映
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。
同
委
員
会
は
、
原
則
非
公
開
と
し
て
い
る
が
、
同
委
員
会
開
催
後
の
委
員
長
及
び
事
務
局
か
ら
の
記
者
会

見
、
議
事
要
旨
の
公
開
、
同
委
員
会
で
使
用
し
た
資
料
の
原
則
公
開
等
を
通
じ
て
同
委
員
会
の
内
容
を
で
き
る
限
り
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
同
委
員
会
の
構
成
員
は
、
伊
藤
邦
雄
、
遠
藤
典
子
、
小
野
寺
正
、
川
村
隆
、
小
林
喜
光
、
白
石
興
二
郎
、
冨

山
和
彦
、
原
田
明
夫
、
船
橋
洋
一
及
び
三
村
明
夫
で
あ
る
。

一



電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
貫
徹
の
た
め
の
政
策
小
委
員
会
は
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
が
事
務
局
で
あ
り
、
平
成
二
十
八
年
九
月

二
十
七
日
に
第
一
回
目
の
会
合
を
開
催
し
て
い
る
。
同
小
委
員
会
は
、
経
済
産
業
省
設
置
法
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
置

か
れ
て
い
る
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
の
基
本
政
策
分
科
会
の
下
で
開
催
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
電
力
小
売
全
面
自
由

化
の
下
で
の
競
争
活
性
化
の
方
策
及
び
競
争
の
中
で
も
公
益
的
課
題
へ
の
対
応
を
促
す
仕
組
み
の
具
体
化
に
向
け
た
検
討
を

行
う
も
の
で
あ
る
。
同
小
委
員
会
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
、
経
済
産
業
省
は
必
要
な
措
置
を
行
う
。
同
小
委
員
会
は
、
配

付
資
料
及
び
議
事
録
を
含
め
原
則
公
開
と
し
て
い
る
。
同
小
委
員
会
の
構
成
員
は
、
秋
池
玲
子
、
秋
元
圭
吾
、
安
念
潤
司
、

石
村
和
彦
、
伊
藤
麻
美
、
大
石
美
奈
子
、
大
橋
弘
、
大
山
力
、
崎
田
裕
子
、
松
村
敏
弘
、
圓
尾
雅
則
、
山
内
弘
隆
、
山
口
彰

及
び
横
山
明
彦
で
あ
る
。

原
子
力
損
害
賠
償
制
度
専
門
部
会
は
、
内
閣
府
政
策
統
括
官
（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
担
当
）
が
事
務
局
で
あ
り
、

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
一
日
に
第
一
回
目
の
会
合
を
開
催
し
て
い
る
。
同
専
門
部
会
は
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年

法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
四
条
及
び
原
子
力
委
員
会
設
置
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ

き
置
か
れ
て
い
る
原
子
力
委
員
会
の
下
で
開
催
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
発
生
し
得
る
原
子
力
事
故
に
適
切
に
備
え
る
た

め
の
原
子
力
損
害
賠
償
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
専
門
的
か
つ
総
合
的
な
観
点
か
ら
検
討
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
同
専
門
部

二



会
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
、
関
係
省
庁
に
お
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
同
専
門
部
会
は
、
配
付
資

料
及
び
議
事
録
を
含
め
原
則
公
開
と
し
て
い
る
。
同
専
門
部
会
の
構
成
員
は
、
伊
藤
聡
子
、
遠
藤
典
子
、
大
塚
直
、
大
橋
弘
、

加
藤
泰
彦
、
鎌
田
薫
、
木
原
哲
郎
、
崎
田
裕
子
、
清
水
潔
、
住
田
裕
子
、
高
橋
滋
、
辰
巳
菊
子
、
西
川
一
誠
、
濱
田
純
一
、

又
吉
由
香
、
森
田
朗
、
山
口
彰
、
山
本
和
彦
及
び
四
元
弘
子
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
連
関
性
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
一
概
に
お
答
え
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
委
員
会
等
で
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
各
委
員
会
等
で
の
議
論
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
応
じ
た
議
論
を
進
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
貫
徹
の
た
め
の
政
策
小
委
員
会
は
、
東

京
電
力
改
革
・
一
Ｆ
問
題
委
員
会
に
お
け
る
東
京
電
力
改
革
に
係
る
検
討
を
受
け
て
、
東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式

会
社
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
廃
炉
に
向
け
た
資
金
の
管
理
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

東
京
電
力
改
革
・
一
Ｆ
問
題
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
そ
の
検
討
内
容
が
個
別
の
企
業
の
経
営
問
題
に
直
結
す
る
た
め
、
原

則
非
公
開
と
し
て
い
る
。

三


